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1 
 

 
8 
 

 
小 櫃 市 郎 
 

 
1. 水道事業について 
 
 

 
(1) 災害時の対応について 
(2) 職員の時間外待機について 
 

 
管理者 

担当者 
 

 
2 
 

 
16 
 

 
猪 野 武 雄 

 
 
 

 
1. 個人情報の保護と

消防広報に関して 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 水道事業に関して 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 火災発生時の広報について 

現在、個人情報保護への配慮か

ら、火災発生時において家屋や施

設の所有者名等については、発せ

られません。しかし、親戚や知人

宅などが火災発生場所近辺に存

する場合などには、詳しい個人情

報に早く接したい思いに駆られ

ます。そこで、火災の場合に限り、

具体的個人名等をできる限り案

内して住民の不安を払拭すべき

と考えますが、当局の見解を伺い

ます。 
 
(1) 県内水道一本化の実現について 
  秩父広域市町村圏組合では、本

年３月、県に対し、水源から蛇口

までを県内一元化した健全経営

を確保すべく、県内水道一本化の

早期実現要望を行ったところで

す。 
一方、県町村議長会要望（小鹿

野町発案）においても、昨年１０

月、令和４年度県予算編成・施策

に関し、同主旨の要望（※討議資

料１）を実施しています。そして、

本要望に対する回答書（※討議資

料１）の中において県は、『水道事

業は、水道法において市町村経営

が原則であり、水道事業の県内統

一を実現するには、全市町村の合

 
担当者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理者 
担当者 

 
 
 
 
 



意形成が必須である。しかし、地

域の実情が異なる中、県内一律の

同意を得るのは容易でない。そこ

で、統一を望む事業者は、自らが

しっかりと基盤強化に取組み、水

道施設を適切に維持管理しなが

ら、他の事業者に理解を求めてい

くことが重要』との考えを示して

います。 
これは、秩父広域水道が、他の

事業者を自ら説得するのが県水

統合の条件と言わんばかりです。

秩父地域の水道事業の統合にあ

たり、県が行った事前説明の中

で、県水への統合見通しを半世紀

先としたことが大変腹立たしく

思い起こされ、騙された思いであ

ります。 
しかし、本広域組合では、県水

統合の早期実現要望を行ってお

り、その回答を待ちたいとは思い

ますが、現時点での当局の見解を

伺います。 
 

 
3 
 

 
5 
 

 
本 橋   貢 

 
 
 

 
1.事業所のゴミ収集に

ついて 
 
 
 
 
2.コロナ禍の火葬につ

いて 
 
 

 
(1) 事業系の可燃ごみ・不燃ごみ、

また、産業廃棄物等の回収・処理

はどのようになっているのか。 
(2) 特別収集を申請している、市町

別の事業所数を伺います。 
 
(1) 新型コロナウイルス感染症で、

お亡くなりになった方の年代や

人数と、火葬等はどのように行わ

れているのか伺います。 
(2) 新型コロナウイルス感染症で、

お亡くなりになった場合、特殊搬

送業者に高額の支払額が生じる。

非課税世帯や生活保護世帯への

支援はどのようになっているの

か。 
 

 
担当者 

 
 
 
 
 

担当者 
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清 野 和 彦 

 
 

 
1.広域市町村圏組合の

将来に向けたビジョ

ンについて 
 
2.ごみ処理事業につい

て 
 
 
 
 
3.水道事業について 
 
 
 

 
(1) 広域市町村圏組合の将来に向け

たビジョンについて 
 
 
(1) ごみの排出実績について 
(2) ごみの収集運搬、中間処理、最

終処分について 
(3) 家庭ごみの分別について 
(4) 有料指定ごみ袋について 
 
(1) 組合水道事業の開始から現在に

至る経過と今後の展望について 
(2) 今後の水道料金の改定について 
 

 
管理者 
担当者 

 
 

管理者 
担当者 

 
 
 
 

管理者 
担当者 

 

 


